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宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社　大昇物流

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和5年10月27日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

「不安全状態」を作らないために

・使用前の車両点検は一つ一つ手抜きせず実施します。

・事故防止対策で決めたルールは確実に実行します。

・車両を停車させる場合は必ず輪止めをします。

「不安全行動」しないために

・３ Ｈ（初めて、変更、久しぶり）の業務でも決めた手

順通り作業します。
・車両を運転する場合は必ず指差呼称します。

・会社構内や駐車場内で車両を運転する前に一周確認し

ます。


